
 

木城町地域おこし協力隊募集概要【中之又地区再生事業】 

募集要項 

雇用関係の有無 あり 

業務概要 

木城町役場地域政策課又は中之又笑楽校にて、下記業務に従事していた

だきます。いずれも任期終了後の隊員の生業の確保にも繋がる仕事で

す。 

（１）中之又地区で柚子・原木椎茸栽培などの中山間農業の実践 

（２）中之又地区での森林保全・整備・活用に関する業務 

（３）中之又地区の体験事業コーディネート業務 

（４）中之又地区の地域資源の発掘・ＰＲ 

（５）中之又地区の地域資源を活用した特産品開発 

（６）中之又地区での有機農業・無農薬農業の試験栽培 

（７）中之又神楽の保存・継承 

（８）その他、中之又地区の地域活性化、地域再生に関する業務 

 

上記については、すべての内容を１人にやってもらうのではなく、応 

募者のスキルや興味等により選択してもらいます。ただし、中之又地区

の地域活性化に向けた取組及び地区住民との交流促進に繋げることが

重要となります。 

また、イベント等により、県外出張がある場合がございます。 

募集対象 

① 地域に馴染み、地域住民として地域活性化に情熱を持って取り組め

る方 

② ３大都市圏をはじめとする都市区域等（過疎・山村・離島・半島等

に該当しない地域）に在住し、任用後に木城町に住民票を移し、居

住できる方 

③ 普通自動車免許を有し、日常的な運転に支障のない方 

④ パソコンの操作（ワード、エクセル、ＳＮＳに関する知識・技能等）

に支障がない方 

⑤ 地方公務員法第 16 条に規定する欠格事項に該当せず、心身ともに

健康で誠実に業務を行うことができる方（性別は問いません） 

⑥ 活動終了後に、木城町で起業・就職し、定住する意欲のある方 

募集人員 １名 

主な勤務地 
木城町全域（特に中之又地区） 

配属部署 木城町役場 地域政策課 

勤務時間 
８時 30 分から 16 時 30 分まで 

＊夜間、土日祝日勤務があった場合は、勤務時間内で調整します。 

雇用期間 
①雇用期間は、随時任用日からとする。 

雇用形態 

① 木城町の会計年度任用職員（パートタイム）として任用します。 

② 雇用期間は１年単位とし、町長が必要と認める場合は、最長３年ま

で延長することができます。 

③ 隊員としてふさわしくないと判断した場合は、雇用期間中であって



 

もその職を解く場合があります。 

報酬・賞与等 

①報酬：月額 222,283 円 

 昇給あり、２年目：227,341 円 

②期末・勤勉手当：６月と 12 月に在職期間に応じて支給 

 １年目 月額の 2.99 月分（12 月計）※４月採用の場合 

 ２年目 月額の 4.6 月分（６月、12 月計） 

③通勤に係る費用：町の規定により支給 

※上記報酬・賞与等については、人事院勧告に基づき改定される場合が

あります。 

待遇・福利厚生 

① 業務活動に使用するパソコンや車（共用）等は町で準備します。 

② 社会保険等に加入いただきます。 

③ 年次有給休暇及び特別休暇（夏季休暇等）は、町の規定により付与

します。 

④ 生活用備品等は自己負担です。 

⑤ 住居は町が用意する部屋を無償貸付します。（ご自分で住居を確保

されても結構ですが、住居手当はありません。） 

⑥ 日常生活のための交通手段として自家用車は不可欠です。自家用車

の準備ができる方が望ましいです。 

申込受付期間 随時 

審査方法 

（１） 応募方法 

 次の書類を郵送又はメール(下記書類を PDF)にてご提出ください。 

① 履歴書（市販のもので可/写真添付は必須） 

② 地域おこし協力隊応募者カード（町公式サイトよりダウンロー

ド） 

③ レポート（業務概要を踏まえＡ４・書式自由 800 字～1,200 時程

度・題名「限界集落の地域再生に向けて私ができること」） 

④ 運転免許書の写し 

＊提出いただいた書類は返却しません。 

＊応募（郵送・メール）した場合は、送付先まで電話にてご一

報ください。 

（２）選考方法（予定） 

 ①第１次選考【書類選考】（随時） 

  結果は応募者全員にお知らせします。 

 ②第２次選考【審査面接】（随時） 

  第１次選考合格者は、面接による第２次選考を実施します。 

  面接会場は木城町役場です。（交通費は自己負担になります。） 

  ※ただし、必要に応じて申し出によるオンライン面接を認めます。 

（３）隊員決定通知 

  第２次選考終了後に採用者には隊員決定の内定通知書を送付いた 

します。 

 ＊住民票の異動は必ず任用日以降に行って下さい（２週間以内）。 

  それ以前に住民票を異動させると採用取り消しとなる場合があり

ますのでご注意下さい。 



 

送付先及び 

問い合わせ先 

〒884-0101 

宮崎県児湯郡木城町大字高城 1227-1 

木城町地域政策課 地域再生推進室 

電話：0983-32-4727 

メール：saisei_kt@town.kijo.lg.jp 

その他  

参考ＵＲＬ 木城町公式サイト：https://www.town.kijo.lg.jp/ 

 


